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本重要事項説明書は、伊丹市立児童発達支援センターのサービス提供開始にあたり、社会福祉

法第７６条の規定に基づいて、当センターの概要や、提供されるサービスの内容等を説明するも

のです。 

 

１． サービスを提供する事業者の概要 

事業者の名称 伊丹市 

 代表者氏名 伊丹市長  藤原 保幸 

 所 在 地 伊丹市千僧１丁目１番地 

２． 事業の概要 

事業の種類 児童発達支援 平成２５年４月１日指定 

        兵庫県 ２８５３３０００１６ 

居宅訪問型児童発達支援に係る指定通所支援 平成３０年４月１日指定 

兵庫県 ２８５３３０００１６ 

保育所等訪問支援に係る指定通所支援 平成２７年４月１日指定 

兵庫県 ２８５３３０００１６  

指定障害児相談支援事業者 

平成 2４年 4月 1日指定 

事業者番号 2873300012 

指定 特定相談支援事業者 

平成 2４年 4月 1日指定 

事業者番号 2833310036  

事業の目的 児童発達支援：就学前の発達に支援を必要とする利用児が、親子関係の安

定や社会性を伸ばし､自分の力を発揮できるよう、一人ひとりの特性に配

慮しながら、自立に必要なより良い発達支援、生活支援、保護者への育児

支援を目的とします。 

居宅訪問型児童発達支援：重度の障害等の状態にあって、通所支援を利用

するために外出することが著しく困難な障がい児に対し、居宅に訪問して

発達支援を行うことを目的としています。 

保育所等訪問支援：利用児の自立の促進、生活の質の向上、集団適応等が

図ることができるように児童福祉法に基づく保育所等訪問支援を行いま

す。 

相談支援：理解・言語・対人関係・運動などにおいて、発達の遅れが認め

られる 18 歳までの利用児とその保護者に、児童発達支援利用計画及びサ

ービス等利用計画を作成、モニタリングを実施することにより、利用者の

自立と地域生活の充実を目指すことを目的とします。 

運営の方針 ○利用児の人格を尊重し、利用児主体のサービスを提供します。 

○保護者の意向を尊重しながら、専門的な見地に基づいて行うサービスを

提供します。 

○地域の機関と連携を図った総合的なサービス提供します。 

○個々の利用児に応じ、親子通所を通じて安定した親子関係を育み自ら

の世界を広げていく基礎を身につけ、利用児がいきいきと主体的に活動

できるよう一人ひとりにきめ細かな保育・療育の提供に努めるものとし

ます。他機関・他職種と連携をとりながら乳幼児期に必要な発達支援を

行います。         

○利用児の発達の特性や生活環境等に応じて、集団生活における基本的

な動作の支援、集団生活への適応支援を適切に行います。 

○居宅を訪問し発達支援の機会を確保することで、通所支援(社会生活)へ

の移行を促進します。 

○保育所等への訪問支援を行うことにより、保育所等の安定した利用を促

進します。 

伊丹市立児童発達支援センター 

児童発達支援事業・居宅訪問型児童発達支援事業・保育所等訪問支援事業 

障害児相談支援事業・特定相談支援事業 
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事業の実施地域 伊丹市全域 

３． 事業所の概要 

施設の名称 伊丹市立児童発達支援センター 

 施設の所在地 伊丹市千僧１丁目４７番地２ 

電話番号 ０７２－７８４－８１２８ 

管理者(所長)氏名  江口 昌孝 

通所利用定員 ８０人／日 

設立年月日 平成２８年４月１日 

 指定年月日 平成２８年４月１日 

 敷 地 １，８１１．１８㎡ 

 建 物 鉄筋コンクリート造 ４階 

４．職員体制   職員配置は、指定基準を遵守しています。 

職 種 員数 特記 

管理者（所長） １  

事務員 ３  

用務員 １  

相談支援専門員 ８ 
内、医療コーディネーター１名・

強度行動障害支援者養成研修修

了者１名、現任研修修了者４名 

児童ケースワーカー  １  

心理療法士 ２  

訪問支援員（保育所等訪問支援・居宅訪問型児

童発達支援） 
２３ 兼務 

児童精神科医師 ２  

児童発達支援管理責任者 ３ 内、１名兼務 

児童指導員 ４ 専従１ 兼務３ 

保育士 ２３ 専従１ 兼務２２ 

調理師 ４ 内、調理補助１ 

栄養士 １  

バス添乗員 ４  

管理医師 小児科医師 １ 兼務 

小児整形外科医師 １ 兼務 

理学療法士 ３ 兼務センター診療所 

作業療法士 ２ 兼務センター診療所 

言語聴覚士 ３ 兼務センター診療所 

看護師 ２ 内１名兼務センター診療所 

保健師 １  

５． 開館日・開館時間及び休館日 

開館日 月曜日から金曜日まで 

開館時間 ９時から午後５時３０分まで 

通常休館日 
土曜日・日曜日･祝日（国民の祝日に関する法律に規定する休日） 

12月 29日～翌年 1月 3日 

サービス提供時間 ９時から午後５時３０分まで 
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     つつじ    きぼう   カルミア           

     登所     登所                       

9:40   保育      保育      登所            

10:00                 保育      

11:30                 弁当      

12:00  給食     給食            

             降所     降所      

14:00  降所     保育    グループ保育  

14:30  延長保育                 

15:30  降所     降所     降所     

 

 

 

 

 

休所日 

(通所部門) 

 

通所支援には休所日があります。休所の際はあらかじめ利用者に支障が

ないよう事前に通知します。 

○春季休・夏季休・冬季休 

○気象状況等により通所が不可能な場合 

 

６．提供サービス 

（1） 児童発達支援 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

保育・療育内容 

保育 

 

 

 

 

○生活習慣や遊び方、大人との関わり、利用児の様子を保護者と確認しな

がら、個々に応じたきめの細かい個別支援計画（個人目標）を立てそれに

基づいた保育を提供します。 

○保育を通して保護者への育児支援を行います。 

○行事などを通して、色々なことを経験します。 

保護者への支援 

 

 

○保護者が利用児のことについて理解し、安心して子育てができるような

支援を実施します。又家庭での過ごし方や困っておられることへの支援な

ど,保護者のニーズに合わせた支援を実施します。 

○子育てや福祉についての情報などを保護者研修会を通じて提供いたし

ます。また、保護者会やクラスの保護者同士の活動を支援します。 

給食の提供        

（きぼう、つつじのみ） 

○楽しく食べること、色々な味を知ることをねらいとし、利用児の特性や

状態に応じた食事を提供します。 

個別支援計画 ○サービスの内容を明記した計画書を、保護者の合意を得て作成します。 

健康管理（診察） ○センター診療所 小児科医の診察を受け利用児の健康チェックを行い、

身長・体重を計測します。 

 

家族支援 

 

○センターと家庭との連携を密にし、一貫性のある療育や子育てができる

よう、家庭訪問を実施します。 

○利用児の発達についての理解の仕方、家庭でのより良い働きかけや将来

の進路選択に向け研修会を、また、家庭訪問、クラス・個人懇談会などを

実施します。 

○きょうだい保育（カルミアのみ）の実施や、きょうだいへの支援に取り

組みます。 

 

 

療育の日課 
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（２）居宅訪問型児童発達支援 

（３）保育所等訪問支援 

（４）相談支援 

基本相談支援 発達に関する様々な相談を受けます。 

計画相談支援 サービス等利用計画の作成やモニタリングを実施します。 

児童発達相談支援 児童発達支援利用計画の作成やモニタリングを実施します。 

７．提供するサービスの利用料 

 （１）児童発達支援 

区 分 内      容 

センター利用料 ○当センターの利用料については、公費から児童発達支援通所給付費とし

て９割が支給され、原則１割を利用者負担額として、お支払いいただくこ

とになります。 

負担額の上限設定 ○児童発達支援通所給付費の定率１割負担は、所得に応じて月額負担上限

度が設定されています。受給者証をご参照ください。 

利用料の支払い ○給付費の利用者負担額は、当月分を翌月１０日頃までに通知し当月分を

翌々月２０日までに伊丹市の指定する金融機関に振り込んでください。 

利用児の 

給食費の実費負担額 

（きぼう・つつじ） 

○所得に応じて給食費をお支払いいただきます。 

○給食のキャンセルについては、当日朝８：４５までにお願いいたします。

８：４５までにキャンセルの連絡がない場合は、食材費１食分の実費を負

担いただきます。 

（２）居宅訪問型児童発達支援・保育所等訪問支援 

区 分 内      容 

利用料 ○利用料については、原則１割を利用者負担額として、お支払いいただく

ことになります。 

負担額の上限設定 ○児童発達支援通所給付費の定率１割負担は、所得に応じて月額負担上限

度が設定されています。受給者証をご参照ください。 

利用料の支払い ○給付費の利用者負担額は、当月分を翌月１０日頃までに通知し当月分を

翌々月２０日までに伊丹市の指定する金融機関に振り込んでください。 

（３）相談支援 

サービスの 

利用者負担額 

サービスを利用するための利用者の負担はありません。サービス等利用計

画・児童発達支援利用計画の作成やモニタリングの実施に対する計画相談

支援給付費や障害児相談支援給付費は、事業者が利用者に代わって代理受

領します。 

 

居宅訪問型児童発達支援 

（個別支援計画の作成） 

○支援内容に応じ居宅訪問型児童発達支援計画を作成し、居宅訪問支援を

提供いたします。 

○居宅訪問型児童発達支援計画は利用者の意向や対象児の心身の状況を

踏まえ、具体的な支援内容などを記載しています。 

○居宅訪問型児童発達支援計画は、保護者に事前に説明し、同意をいただ

くとともに、申し出によりいつでも見直すことができます。 

保育所等訪問支援 

（個別支援計画の作成） 

○支援内容に応じ保育所等訪問支援計画を作成し、訪問支援を提供いたし

ます。 

○保育所等訪問支援計画は利用者の意向や対象児の心身の状況を踏まえ、

具体的な支援内容などを記載しています。 

○保育所等訪問支援計画は、保護者に事前に説明し、同意をいただくとと

もに、申し出により、いつでも見直すことができます。 
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８．緊急時の対応 

区 分 内       容 

火災・震災等の災害時 「伊丹市立こども発達支援センター防災計画」に基づき対応します。 

事故・急病時 

 

 

 

 

① サービス支援提供中における利用児の事故については、生命の安全を

最優先に対応します。 

② 利用者の軽易な傷害等については、看護師や保育士の一般的応急処置

をとり家族に連絡し指示を仰ぎます。 

③ 利用者の重大な傷害等については、救急車を要請し、家族等に連絡を

します。なお、救急隊員から病院搬送の同行を求められた場合は職員

が付き添い、家族への引継ぎをおこないます。 

９．苦情解決 

区 分 内       容 

担当職員の設置 利用者からの苦情や意見を受付け、解決・改善等の対応を行う「苦情解決

担当者」を配置します。 

苦情解決責任者 （ 所長 江口 昌孝 ） 

守秘義務 利用者及び家族から利用に関する苦情や意見を気軽に言えるような雰囲

気づくりを行うとともに、守秘義務を遵守します。 

運営適正化委員会 ① 苦情解決担当者は、利用者及び家族等から受付けた苦情等に関して解

決・改善等の対応が困難な場合、兵庫県社会福祉協議会が設置する「運

営適正化委員会」と連携・調整をはかります。 

② 利用者及び家族においても直接上項の「運営適正化委員会」に苦情等

を申し出ることができます。また、その場合同委員会から調査等の依

頼があった場合はできる限り協力します。 

10．虐待の防止 

区 分 内       容 

体制整備 

 

利用者等の人権擁護・虐待防止等のために、伊丹市役所こども福祉課、伊

丹市障害者虐待防止センター等と連携し、体制整備を行います。 

虐待防止委員会 虐待防止委員会を設置し、下記の対策を講じます。 

①虐待防止に関する責任者を選定しています。 

虐待防止に関する責任者 （ 所長 江口 昌孝 ） 

②苦情解決体制を整備しています。 

③従業者に対する虐待防止を啓発・普及するための研修を実施していま

す。 

 

 

11，サービス利用までの流れ 

① 相談 使いたいサービスや困っていることがある場合は、センターにご相談ください。どの

ようなサービスを利用すればよいのか、どのように手続きを進めていくか、一緒に考

えます。 

 

           

② 申請 使いたいサービスが決まれば、伊丹市役所こども福祉課にサービス利用の申請を行

います。申請には利用計画（案）が必要です。利用計画（案）をセンターが作成する

場合は、センターと契約をします。 

③ 利用計画（案）

作成 

利用計画（案）を作成するために、利用者の発達状況など少し詳しく聞き取り等をさ

せていただきます。作成した利用計画（案）は保護者に確認いただいた後、伊丹市役

所こども福祉課に提出します。 
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私は、本書面に基づいて当センターの職員（氏名        ）から、上記重要事項の説

明を受け、センターのサービス提供開始に同意しました。 

 

令和   年   月   日 

 

利用者 

 

氏名  

保護者 

   〒 

住所  伊丹市 

 

氏名                    

 

続柄 

 

 

当センターは、            様に対するサービスの提供にあたり、上記のとおり重

要事項について説明いたしました。 

 

令和   年   月   日 

 

 

 事業所 

      〒６６４－０８９８ 

 住 所   伊丹市千僧1丁目47番地２ 

 

 名 称  伊丹市立児童発達支援センター    

 

 説明者                       

 

④ 支給決定 

（受給者証発行） 

提出した利用計画（案）をもとに伊丹市役所こども福祉課で支給決定の会議が行われ

ます。その後、ご自宅にサービスの種類・使える量が記載された受給者証が届きます。 

⑤ 事業所との 

契約 

受給者証を持って、使いたいサービスの事業所と契約します。 

⑥ サービス利用

開始 

サービスの事業所との契約時に利用開始日が決まりますので、そこから利用が始ま

ります。利用が始まると、センターが受給者証に書かれた期間で状況確認を行います

（モニタリング）。利用者、保護者の思いを聞かせていただき、作成した書類は保護

者の確認をいただきます。 


